
改

正

後

改

正

前

（
都
市
計
画
の
軽
易
な
変
更
）

（
都
市
計
画
の
軽
易
な
変
更
）

第
十
三
条

令
第
十
四
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
都
市
計

画
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

第
十
三
条

令
第
十
四
条
第
二
号
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
都
市
計

画
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

道
路
に
関
す
る
都
市
計
画

次
に
掲
げ
る
位

置
又
は
区
域
の
変
更
。
た
だ
し
、
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る

区
間
内
に
交
通
広
場
又
は
他
の
道
路
若
し
く
は

鉄
道
と
立
体
で
交
差
す
る
箇
所
を
含
む
も
の
を

除
く
。

三

道
路
に
関
す
る
都
市
計
画

次
に
掲
げ
る
位

置
又
は
区
域
の
変
更
。
た
だ
し
、
イ
及
び
ロ
に

掲
げ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
変
更
に
係
る

区
間
内
に
交
通
広
場
又
は
他
の
道
路
若
し
く
は

鉄
道
と
立
体
で
交
差
す
る
箇
所
を
含
む
も
の
を

除
く
。

イ

線
形
の
変
更
に
よ
る
位
置
又
は
区
域
の
変

更
で
、
中
心
線
の
振
れ
が
百
メ
ー
ト
ル
未
満

で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
変
更
に
係
る
区
間
の

延
長
が
千
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
（
起

点
又
は
終
点
の
変
更
を
伴
う
も
の
に
あ
つ
て

イ

線
形
の
変
更
に
よ
る
位
置
又
は
区
域
の
変

更
で
、
中
心
線
の
振
れ
が
百
メ
ー
ト
ル
未
満

で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
変
更
に
係
る
区
間
の

延
長
が
千
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
（
起

点
又
は
終
点
の
変
更
を
伴
う
も
の
に
あ
つ
て

ロ

拡
幅
に
よ
る
位
置
又
は
区
域
の
変
更
で
、

当
該
変
更
に
係
る
区
間
の
延
長
が
千
メ
ー
ト

ル
未
満
で
あ
る
も
の

ロ

拡
幅
に
よ
る
位
置
又
は
区
域
の
変
更
で
、

当
該
変
更
に
係
る
区
間
の
延
長
が
千
メ
ー
ト

ル
未
満
で
あ
る
も
の

ハ

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
変
更
に
伴
う
他
の
道

路
の
起
点
又
は
終
点
の
変
更
（
起
点
又
は
終

点
の
移
動
す
る
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
で

あ
る
も
の
を
除
く
。）に
よ
る
当
該
他
の
道
路

の
位
置
又
は
区
域
の
変
更

ハ

イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
変
更
に
伴
う
他
の
道

路
の
起
点
又
は
終
点
の
変
更
（
起
点
又
は
終

点
の
移
動
す
る
距
離
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
で

あ
る
も
の
を
除
く
。）に
よ
る
当
該
他
の
道
路

の
位
置
又
は
区
域
の
変
更

ニ

道
路
を
支
え
る
法
面
そ
の
他
の
構
造
物
の

形
状
の
変
更
に
よ
る
位
置
又
は
区
域
の
変
更

ニ

道
路
を
支
え
る
法
面
そ
の
他
の
構
造
物
の

形
状
の
変
更
に
よ
る
位
置
又
は
区
域
の
変
更

ホ

他
の
道
路
の
廃
止
又
は
位
置
若
し
く
は
区

域
の
変
更
に
伴
う
隅
切
り
の
縮
小
又
は
廃
止

に
よ
る
位
置
又
は
区
域
の
変
更

（
新
設
）

四
〜
八

（
略
）

四
〜
八

（
略
）

附

則

こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

は
、
変
更
前
の
起
点
又
は
終
点
に
お
い
て
道

路
が
同
一
平
面
で
四
以
上
交
会
す
る
も
の
及

び
起
点
又
は
終
点
の
移
動
距
離
が
百
メ
ー
ト

ル
以
上
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

は
、
変
更
前
の
起
点
又
は
終
点
に
お
い
て
道

路
が
同
一
平
面
で
四
以
上
交
会
す
る
も
の
及

び
起
点
又
は
終
点
の
移
動
距
離
が
百
メ
ー
ト

ル
以
上
で
あ
る
も
の
を
除
く
。）

令和元年月日 水曜日 第号官 報
〇
国
土
交
通
省
令
第
二
十
八
号

都
市
計
画
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
第
十
四
条
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

都
市
計
画
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
八
月
十
四
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

都
市
計
画
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。




